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体育館等の利用料金の還付に関する取扱い基準 

 

 本基準は、堺市立体育館条例（昭和６０年条例第８号）第２０条第６項、堺市スポーツ

施設条例（昭和５９年条例第９号）第１９条第６項、堺市立美原総合スポーツセンター条

例（平成２０年条例第４５号）第１９条第７項、堺市立サッカー・ナショナルトレーニン

グセンター条例（平成２０年条例第４７号）第２０条第６項、堺市美原Ｂ＆Ｇ海洋センタ

ー条例（平成１６年条例第１１５号）第２１条第６項及び堺市公園条例（昭和３５年条例

第１８号）第３１条第６項の規定に基づき、指定管理者が利用料金を還付する際の取扱い

について必要な事項を定める。 

 

１ 大浜体育館、鴨谷体育館、初芝体育館、金岡公園体育館、家原大池体育館、美原体育

館、美原Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館、原池公園体育館、大浜公園相撲場、金岡公園陸上

競技場及びサッカー・ナショナルトレーニングセンター天然芝フィールド・人工芝フィ

ールド・会議室・ミーティングルーム・ロッカールームの利用料金を還付することがで

きる場合及びその額は、次のとおりとする。 

（１）天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくな

った場合 既納の利用料金の全額 

（２）利用者が利用しようとする日前１４日までに利用申請を取り下げた場合 既納の

利用料金の全額 

２ 大浜公園野球場、三宝公園野球場、浅香山公園野球場、鴨谷野球場、陶器野球場、初

芝野球場、白鷺公園野球場、金岡公園野球場、多治井運動場、みの池野球場、さつき野

野球場、運動ひろば野球場、芝生ひろば運動場、硬式野球場、美原総合スポーツセンタ

ー多目的グラウンド・スタジオ、原池公園スケートボードパーク、原池公園野球場及び

サッカー・ナショナルトレーニングセンターフットサルフィールド・スポーツ広場・多

目的室の利用料金を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。 

（１）天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくな

った場合 既納の利用料金の全額 

（２）利用者が利用しようとする日前７日までに利用申請を取り下げた場合 既納の利

用料金の全額 

３ 大浜公園テニスコート、土居川公園テニスコート、荒山テニスコート、初芝テニスコ

ート、陶器テニスコート、金岡公園テニスコート、多治井テニスコート、みの池テニス

コート、さつき野テニスコート及び美原総合スポーツセンターテニスコートの利用料金

を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。 

（１）天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくな

った場合 既納の利用料金の全額 

（２）利用者が利用しようとする日前３日までに利用申請を取り下げた場合 既納の利



用料金の全額 

 

   附 則（平成１９年２月２０日制定） 

この基準は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２１年５月２１日改正） 

 この基準は、平成２１年６月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

 (1) 堺市立美原総合スポーツセンターに関する規定 堺市立美原総合スポーツセンター

条例の施行の日 

 (2) 堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンターに関する規定 堺市立サッカー・

ナショナルトレーニングセンター条例の施行の日 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この基準は、平成２２年４月１日から施行する。 

（施行前の準備行為）  

２ この基準の施行日以後の使用に係る使用の許可に関し必要な手続その他の行為につい

ては、この基準の施行前においても、この基準の規定の例により行うことができる。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この基準は、平成２４年１月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の本基準の規定は、平成２４年４月１日以後の利用に係る利用申請の取下げに

ついて適用し、同日前の利用に係る利用申請の取下げについては、なお従前の例による。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この基準は、平成３０年３月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の本基準の規定は、平成３０年４月１日以後の利用に係る利用申請の取下げに

ついて適用し、同日前の利用に係る利用申請の取下げについては、なお従前の例による。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この基準は、令和２年４月１日から施行する。 



 （施行前の準備行為） 

２ 施行日以後の利用に係る利用料金については、この基準の施行日前においても、この

基準の規定の例により行うことができる。 

 

 


